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特定医療費（指定難病）に係る療養費の誤支給について 
 

■ 京都府中丹東保健所において、特定医療費（指定難病）に係る療養費の金額を

誤って支給していたことが判明しました。 

■ 受給者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、概要及び今後の対応について

お知らせします。 

 

１ 事案の概要 

中丹東保健所において支払を行った特定医療費（指定難病）に係る療養費※につ

いて、公的医療保険の高額療養費支給対象者に対する算出方法に誤りが判明し、

過去５年間遡って支給案件を点検したところ、過去２年間で計 15名の受給者に対

し誤った金額により支払を行っていた。 
 

※難病法に指定される疾患に該当する場合、医療費等の公費負担が受けられるが、申請後

認定されるまでの間等、公費負担を受けずに支払が行われる場合があり、その場合に後

日公費負担分を療養費として支給している。  

 

＜対象者数及び金額＞ 

 【令和６年度】 

  ・対象者５名（うち過大支給４名、過少支給１名） 

  ・過大支給額（最大）22,600円、過少支給額 594円 

  ・過大支給額 計 39,697円 

  【令和７年度】 

  ・対象者 10名（うち過大支給６名、過少支給４名） 

  ・過大支給額（最大）69,211円、過少支給額（最大）25,158円 

  ・過大支給額 計 149,696円、過少支給額 計 47,787円 

  ＜合計＞ 

・対象者 15名（うち過大支給 10名、過少支給５名） 

  ・過大支給額 計 189,393円、過少支給額 計 48,381円 

 

２ 事案の経過 

令和７年１２月 中丹東保健所において支給金額の算定方法の誤りが発覚 

令和８年 １月 令和７年度支給案件を全件点検の上、誤支給疑い案件について

金額の再精査を開始 

     ２月 令和６年度支給案件の一部についても算定方法の誤りが発覚

し、金額の再精査を開始 

 

（次頁あり） 

 



 

     ３月 令和７年度の誤支給件数及び金額が確定 

     ４月 令和７年度分の誤支給対象者に対して説明及び謝罪を完了 

     ５月 令和７年度の過大支給者からの返還及び過少支給者への追加支給が完了 

        令和６年度の誤支給件数及び金額が確定 

      ６月 令和６年度の誤支給対象者に対して説明及び謝罪 

                （全ての誤支給対象者に対して説明及び謝罪を完了） 

 

３ 今後の対応予定 

  ・令和６年度分について、過大支給者からの返還及び過少支給者への追加支給

を速やかに実施 

 

４ 発生の原因 

 ・事務引継や支給額算出方法への担当者の理解・確認が不十分であったことに

より、特定医療費（指定難病）の対象期間外の医療費を含めて支給額を算出

（過大）していたことや、特定医療費（指定難病）として患者が負担した額

を過少に見積もり支給額の算出（過少）を行っていた 

・複数者によるチェックが不十分であった 

 

５ 再発防止策 

 ・事務マニュアルの見直しを行い、職員が基本的な考え方をしっかりと理解し、

適切な算定ができるよう指導を徹底する 

・計算はもとより支給額算出の考え方や支給範囲の確認なども含め、ダブルチェ

ックの徹底を図る 

 

【本報道発表に関するお問合せ】 

 中丹東保健所     次長 福井        TEL 0773-75-0805 

健康福祉部健康対策課 参事 笹井       TEL 075-414-4735 

 

    




